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企
画
情
報

課　
　

長
　

一
般
会
計
の
補

正
予
算
に
40

数
万

円
ほ
ど
計
上
し
て
い
る
。

問
（
渡
辺
勝
弘
議
員
）

　

平
成
20
年
に
あ
る
程

度
の
相
談
が
あ
っ
て
か
ら
今
年

ま
で
９
年
間
あ
っ
た
。
１
７
５

万
円
を
も
ら
う
た
め
に
40
万
円

か
け
る
よ
り
も
新
た
な
購
入
者

を
探
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の

か
。
裁
判
を
起
こ
す
根
本
的
な

理
由
は
何
か
。

企
画
情
報

課　
　

長
　

平
成
20

年
７
月

に
契
約
を
解
除
し

た
い
相
談
の
手
紙
が
届
い
た
。

以
降
、
連
絡
が
取
れ
な
い
状
態

と
な
っ
た
。
住
所
を
調
べ
、
一

昨
年
に
事
情
の
説
明
を
求
め
た

が
返
事
が
な
く
、
昨
年
契
約
解

除
通
知
を
送
付
し
た
。
今
回
の

訴
訟
は
、
契
約
に
基
づ
く
違
約

金
の
支
払
い
を
求
め
、
公
正
性

を
担
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

工
施
設
」
の
指
定
管
理
者
と
す

る
。（
平
成
29

年
４
月
１
日
～

平
成
34

年
３
月
31

日
ま
で
）

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

（
要
旨
）　

国
見
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

土
地
譲
渡
契
約
に
基
づ
く
、
契

約
解
除
違
約
金
の
支
払
を
求
め

る
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

問
（
渡
辺
勝
弘
議
員
）

　

契
約
違
約
金
の
金
額

は
い
く
ら
か
。

企
画
情
報

課　
　

長
　

土
地
分
譲
代
金

の
20

％
と
規
定
さ

れ
て
お
り
、
１
７
５
万
円
ほ
ど

で
あ
る
。

問
（
渡
辺
勝
弘
議
員
）

　

裁
判
費
用
は
ど
の
く

ら
い
を
予
定
し
て
い
る
か
。

年
度
の
介
護
保
険
料
の
段
階
判

定
に
用
い
る
総
所
得
金
額
に
つ

い
て
、
長
期
お
よ
び
短
期
譲
渡

所
得
に
係
る
特
別
控
除
額
を
控

除
し
た
額
を
用
い
る
こ
と
が
で

き
る
特
例
を
創
設
す
る
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　（
要
旨
）　

公
募
に
よ
る
委
員

（
水
道
使
用
者
）
の
定
数
を
「
５

人
以
内
」
か
ら
「
３
人
以
内
」

と
す
る
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

（
要
旨
）　

国
見
ま
ち
づ
く
り
株

式
会
社
を
「
国
見
町
農
産
物
加

所
得
お
よ
び
配
当
所
得
を
国
保

税
の
所
得
割
や
軽
減
判
定
に
用

い
る
総
所
得
金
額
に
含
め
る
特

例
を
創
設
す
る
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

（
要
旨
）　

介
護
保
険
法
施
行
令

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
平
成
29

（
要
旨
）　

後
期
高
齢
者
支
援
金

に
係
る
特
定
継
続
世
帯
の
課
税

額
を
修
正
す
る
。
ま
た
、
日
本

と
台
湾
の
租
税
取
り
決
め
に
よ

る
所
得
税
法
等
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
台
湾
で
得
ら
れ
た
利
子

課
税
額
の
修
正
や

特
例
の
創
設
を
行
う

介
護
保
険
法
施
行
令
の

改
正
で
特
例
を
創
設

委
員
の
定
数
を

適
当
数
に
改
正

農
産
物
加
工
施
設
の

指
定
管
理
者
を
定
め
る

土
地
譲
渡
契
約
解
除
違

約
金
の
支
払
を
求
め
る

国
見
町
国
民
健
康
保
険

税
条
例

国
見
町
介
護
保
険
条
例

国
見
町
水
道
事
業
経
営

審
議
会
条
例

公
の
施
設
の
指
定
管
理

者
の
指
定

訴
え
の
提
起

一

般

議

案

違
約
金
の
金
額
は
い
く
ら
か

裁
判
費
用
は
ど
の
く
ら
い
か

裁
判
を
起
こ
す
理
由
は

3月には農産物加工施設「M
も 　 も

OMO・C
こ

O」の竣工式が行われた
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条

例

改

正

（
要
旨
）　

原
発
災
害
対
策
課
を

廃
止
す
る
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

問
（
渡
辺
勝
弘
議
員
）

　

業
務
縮
小
で
の
課
の

廃
止
だ
が
、
今
ま
で
や
っ
て
き

た
こ
と
が
ど
う
変
わ
っ
て
廃
止

と
な
っ
た
の
か
。

総
務

課
長

　

事
業
量
が
格
段
に
少

な
く
な
っ
た
。
全
く
事

業
を
や
め
る
わ
け
で
は
な
く
、

規
模
を
縮
小
す
る
た
め
に
課
を

廃
止
す
る
。

問
（
渡
辺
勝
弘
議
員
）

　

繰
越
明
許
費
も
７
億

７
２
０
０
万
円
あ
っ
て
新
年
度

で
も
予
算
を
取
っ
て
い
る
。
除

去
土
壌
の
搬
出
や
仮
置
場
も
ま

だ
終
息
し
て
い
な
い
中
で
、
課

は
ま
だ
必
要
性
が
高
い
の
で
は

な
い
か
。

総
務

課
長

　

当
初
予
算
で
仮
置
場

の
管
理
や
道
路
・
側
溝

の
堆
積
物
の
除
去
、
除
去
土
壌

等
運
搬
業
務
と
し
て
予
算
を
計

上
し
て
い
る
。
今
ま
で
と
比
べ

格
段
に
事
業
量
が
少
な
く
な
っ

て
き
た
た
め
、
課
を
廃
止
し
、

一
部
業
務
を
住
民
生
活
課
で
継

続
す
る
。

問
（
渡
辺
勝
弘
議
員
）

　

課
を
廃
止
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
今
後
は
除
染
し
な

い
と
の
憶
測
が
出
る
の
で
は
な

い
か
。
施
政
方
針
に
あ
る
安
全

安
心
な
ま
ち
づ
く
り
へ
の
考
え

方
は
。

町
長

　

住
宅
除
染
は
終
了
し

た
が
、
道
路
除
染
、
た

め
池
除
染
は
残
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
も
鋭
意
対
応
す
る
が
、
作

業
か
ら
管
理
に
移
行
し
つ
つ
あ

る
。
職
員
は
し
っ
か
り
付
け
、

原
発
全
体
の
問
題
か
ら
震
災
前

の
状
態
に
戻
す
こ
と
に
全
精
力

を
か
け
て
い
く
。
町
民
の
安
全

安
心
を
し
っ
か
り
担
保
す
る
意

識
を
持
っ
て
、
全
職
員
を
あ
げ

て
復
旧
復
興
に
鋭
意
対
応
し
て

い
き
た
い
。

（
要
旨
）　

育
児
休
業
、
介
護
休

業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行

う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法

律
お
よ
び
地
方
公
務
員
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を

行
う
。

　

介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤

務
の
免
除
、
育
児
を
行
う
職
員

の
深
夜
勤
務
等
の
制
限
に
係
る

子
の
範
囲
の
拡
大
、
介
護
休
暇

の
分
割
取
得
、
最
長
３
年
・
１

日
２
時
間
ま
で
の
介
護
時
間
が

で
き
る
仕
組
み
、
育
児
休
業
等

に
係
る
子
の
範
囲
の
拡
大
を
規

定
す
る
も
の
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

（
要
旨
）　

通
勤
手
当
の
上
限
を

「
４
万
６
５
０
０
円
」
か
ら
「
４

万
３
４
０
０
円
」
に
引
き
下
げ

る
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

（
要
旨
）　

消
費
税
10

％
へ
の
引

き
上
げ
が
２
年
半
延
期
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
地
方
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
公
布

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
所
要
の
改

正
を
行
う
。

　

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控

除
（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）
の
適

用
期
間
の
２
年
半
延
長
、
法
人

税
割
の
税
率
引
き
下
げ
を
２
年

半
延
期
、
新
た
に
軽
自
動
車
税

環
境
性
能
割
を
創
設
し
消
費
税

の
引
き
上
げ
時
に
施
行
す
る
こ

と
を
規
定
す
る
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

原
発
災
害
対
策
課
を
廃
止
し

住
民
生
活
課
へ
統
合

根
本
的
な
廃
止
の
理
由
は

課
の
必
要
性
は
ま
だ

高
い
が
今
後
の
考
え
方
は

育
児
・
介
護
を
行
う

職
員
の
規
定
を
改
正

通
勤
手
当
の
上
限
額

を
引
き
下
げ

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適

用
期
間
を
２
年
半
延
長

除
染
に
対
す
る
安
全
安
心
な

ま
ち
づ
く
り
へ
の
考
え
は

国
見
町
課
設
置
条
例

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇

等
に
関
す
る
条
例
等

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

国
見
町
税
条
例
等


